
相模原市国民健康保険条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和６年１０月２日 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市条例第４１号 

 

相模原市国民健康保険条例等の一部を改正する条例 

(相模原市国民健康保険条例の一部改正) 

第１条 相模原市国民健康保険条例(昭和３４年相模原市条例第２号)の一部を次の

ように改正する。 

  第３２条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をした場合又は

同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応

じない」を「又は虚偽の届出をした」に改める。 

(相模原市国民健康保険診療所条例の一部改正) 

第２条 相模原市国民健康保険診療所条例(平成１７年相模原市条例第１１７号)の

一部を次のように改正する。 

  第５条第１項第２号を次のように改める。 

（２）電子資格確認等(国民健康保険法又は規則で定める保険各法の規定により

被保険者等(これらの法律の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又

は被扶養者をいう。以下同じ。)であることを確認する方法として用いられ

る電子資格確認等をいう。)により被保険者等であることの確認を受けない

者の診療を行ったときは、前号の規定により算定した額に１００分の１５０

を乗じて得た額 

(相模原市精神保健福祉センター条例の一部改正) 

第３条 相模原市精神保健福祉センター条例(平成２１年相模原市条例第５３号) 

の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項第２号を次のように改める。 

（２）電子資格確認等(国民健康保険法(昭和３３年法律第１９２号)又は規則で

定める保険各法の規定により被保険者等(これらの法律の規定による被保険



者、組合員若しくは加入者又は被扶養者をいう。以下同じ。)であることを

確認する方法として用いられる電子資格確認等をいう。)により被保険者等

であることの確認を受けない者の診療を行ったときは、前号の規定により算

定した額に１００分の１５０を乗じて得た額 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 

(相模原市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置) 

２ この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為及び行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する

法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和６年

政令第２６０号)第９条の規定によりなお従前の例によることとされる場合にお

ける施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 


